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３
月
16･

17
日
、
総
務
常
任

委
員
会(

上
野
議
員
所
属)

の
審

査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

今
回
、
市
は
、
「
入
札
・
契

約
事
務
の
適
正
な
執
行
に
努

め
、
競
争
性
及
び
透
明
性
を
確

保
し
、
品
質
な
ど
の
向
上
を
図

る
」
と
し
て
次
の
改
善
点
を
示

し
ま
し
た
。 

① 

制
限
付
一
般
競
争
入
札
の

対
象
を
、
こ
れ
ま
で
の
予
定

価
格
５
千
万
円
以
上
の
工
事

か
ら
、
２
千
万
円
以
上
の
工

事
と
す
る
。 

 

② 

よ
り
透
明
性
・
公
平
性
の

高
ま
る
入
札
を
実
施
す
る
た

め

に
、
「
入

札

金

額

内

訳

書
」
の

提

出
を

義
務
付

け

る
。 

と
い
う
も
の
で
す
。 

 

こ
れ
ら
の
改
善
に
対
し
て
、

上
野
議
員
は
、
ガ
ス
水
道
局
の

本
支
管
工
事
に
絡
む
談
合
疑
惑

か
ら
端
を
発
し
た
入
札
制
度
改

善
へ
の
、
市
民
団
体
な
ど
の
運

動
が
反
映
さ
れ
た
一
定
の
改
善

策
だ
と
し
て
評
価
し
ま
し
た
。

同
時
に
「
２
千
万
円
以
上
で
は

ま
だ
ま
だ
不
十
分
だ
。
１
３
０

万
を
超
え
る
す
べ
て
の
工
事
と

す
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
改
善
が

必
要
で
は
な
い
か
」
と
、
市
の

考
え
を
た
だ
し
ま
し
た
。 

 

ま
た
上
野
議
員
は
、
昨
年
11

月
と
12
月
に
行
わ
れ
た
入
札
監

視
委
員
会
で
議
論
さ
れ
、
提
出

さ
れ
た
「
入
札
・
契
約
制
度
に

関
す
る
意
見
書
」
を
示
し
な
が

ら
、
「
地
域
経
済
の
活
性
化
や

地
元
企
業
に
対
す
る
政
策
的
配

慮
を
理
由
に
２
千
万
円
以
上
と

し
た
と
い
う
な
ら
ば
、
市
の
判

断
の
根
拠
に
は
当
た
ら
な
い
。

圧
倒
的
多
数
の
市
町
村
で
行
わ

れ
て
い
る
１
３
０
万
円
超
と
い

う
基
準
で
も
、
地
元
企
業
へ
の

配
慮
や
地
域
経
済
へ
の
活
性
化

は
実
現
で
き
る
」
と
主
張
し
ま

し
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
市
側
は

「
２
千
万
以
上
と
い
う
の
は
改

善
の
通
過
点
だ
と
考
え
て
い

る
。
ま
ず
は
効
果
を
見
極
め
、

今
後
ど
こ
が
適
当
か
検
証
し
て

い
く
」
と
し
て
、
今
後
さ
ら
に

入
札
制
度
を
改
善
し
て
い
く
考

え
を
示
し
ま
し
た
。 

 日本共産党議員団が今議会に提出した「現在の

基本設計に基づく(仮称)厚生産業会館の建設の

是非を問う市民投票の実施について」は、付託

されていた総務文教常任委員会で３月１７日に

審査されました。 

 提案理由の説明に立った橋爪法一日本共産党

議員団長は、「日本共産党議員団が行った市民

アンケートの結果と、市で行ったパブリックコ

メントの結果が全く異なり、市民意見が二分さ

れていると判断されることから、上越市自治基

本条例第３９条及び上越市市民投票条例の規定

に基づいて市民投票を行い、市民の判断を仰ぐ

べきだ」として、総務常任委員会としての賛意

を求めました。 

 ところが、提案者に対する質疑は全くなく、

その後の委員間討議を経た採決では、反対が多

数に上り、否決されました。 

 委員間討議では、石平委員が「私に寄せられ

ている市民意見

は、ほとんどが

考え直したほう

がよい、この施

設がどうして必

要なのか分から

ない、といった

意見ばかりだ。

市民の生活にかかわる部分は緊縮で市民が泣い

ている。事業のバランスが取れない」として発

議案に賛成をしました。上野委員も、多くの市

民が疑義を持っており、市民の判断を仰ぐのは

妥当だとして賛成をしました。 

 しかし、他の５人の委員は、「市民意見は二

分されている状況ではない」、「二元代表制の

もとでの議会が判断していることであり、市民

投票は議会制民主主義になじまない」などの理

由から発議案に反対しました。 

主な施設 第1会議室 第2会議室 第3会議室 第4会議室 第5会議室 第6会議室 第7会議室 第8会議室 

現行 ７００ ５２０ ７００ ４７０ ２００ ２００ ２００ ２００ 

新利用料 １０５０ ７８０ １０５０ ７００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

備 考 定員100人 定員80人 定員100人 定員50人 定員20人 定員20人 定員20人 定員20人 

↑市民プラザの各会議室の１時間あたりの使用料 

 今議会には、｢適正な受益者負担を図る｣と称し

て、多くの公共施設の利用料や使用料の大幅な引

き上げが提案されています。ほとんどが現行の

1.5倍の引き上げです。箱モノには平気で40億、

100億とつぎ込む中での市民負担の増。本末転倒

の市政です。 連日遅くまで議論が交わされた総務常任委員会 


